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Ⅰ 研究の背景と目的

本研究の目的は，「地域における医療及び介護

の総合的な確保の促進に関する法律」2)第6条に基

づく基金（地域医療介護総合確保基金。以下単に

「基金」という。）について，（1）基金の効果的・

効率的な活用に必要な持続的な評価方法と，その

ための指標等を構築すること，（2）基金で実施す

る事業の都道府県による選択に影響を与える要因

を明らかにすること，（3）都道府県における実施

サイクルの実際を明らかにすること，である。

基金は平成26年度に都道府県に設置され，国が

3分の2，都道府県が3分の1を負担して年度毎に約

1,628億円が積み立てられている3)。都道府県はこ

れを原資として，地域の実情に応じた医療・介護

提供体制の整備に関する様々な事業を実施してい

る。

基金の発足にあたって，都道府県は年度毎に事

業計画策定と事後評価を実施することになった

が，それに対応して国は評価指標の設定等を行う

ことが取り決められた4)。本研究は，そのための

調査研究を行う厚生労働科学研究として実施され

た。

Ⅱ 研究の方法

研究目的の達成のために，具体的には 1 評価

指標の作成，2 都道府県による事業選択の分析，

3 都道府県担当者へのヒアリング，4 都道府県

（市町村）計画・事後評価の様式改定，5 都道府県

による事後評価の在り方の検討，を行った。

Ⅲ 研究の成果

1 評価指標の作成

都道府県が個別事業を評価する際に用いる指標

例を作成した。指標は，事業の直接的な成果を測

るアウトプット指標と，地域全体の状況を測定す

るアウトカム指標で構成されている。基金で実施

される事業は多種多様であるため，研究班で事業

分類を設定し，それぞれに必ず定量的なアウト

プット指標とアウトカム指標が設定されるように

した。また，個別事業の評価指標例に加え，医療

と介護の連携に関する評価指標例の作成も行っ

た。それぞれの具体的な指標例については，厚生

労働省の「医療介護総合確保促進会議」や「医療

計画の見直し等に関する検討会」における議論な

どを踏まえながら，研究班全体で検討を行った。
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2 都道府県による事業選択の分析

平成26年度に実施された事業の約3分の1が従来

の国庫補助からの継続事業であることや，予算配

分が26年度と27年度で大きく変化したことなど，

基金において実施されている事業の内容や都道府

県による事業選択について分析を行った。

3 都道府県担当者へのヒアリング

都道府県担当者へのヒアリングを通じて，事業

の所掌状況，都道府県担当者と外部の事業実施主

体等との関係性，事業内容の選択，事業執行のス

ケジュール感など，基本的な事業運営状況の整理

を行った。研究班で作成する評価指標への意見も

求めたほか，今後の課題や厚生労働省への要望な

どについても取りまとめた。

4 都道府県（市町村）計画・事後評価の様式改

定提案

平成27年度の研究報告書において，年度毎に策

定される都道府県（市町村）計画と事後評価の様

式の改定に関する提案を行った。個別事業の評価

指標をアウトプット指標とアウトカム指標に分け

ることとした方針を踏まえ，しばしば事業内容と

乖離しがちなアウトカム指標について，その適切

性が都道府県において検討されるような工夫をし

た。

5 都道府県による事後評価の在り方の検討

都道府県が年度毎に実施する事後評価につい

て，その内容を分析，評価したうえで，事後評価

をより良いものにするための注意点や記載例を提

示した。

Ⅳ 成果の発信

研究班で作成した評価指標は，「医療介護総合

確保促進会議」にて報告されることになってお

り，第7回医療介護総合確保促進会議（平成28年7

月4日）では研究代表者の泉田が参考人として途

中経過を報告した。都道府県（市町村）計画・事

後評価の様式改定案は，厚生労働省通知（医政地

発0707第1号・老高発0707第2号・老振発0707第1

号・保連発0707第1号，平成28年7月7日）に反映さ

れた。

また，平成28年10月の日本財政学会において企

画セッションを行い，事業選択の分析等に関する

研究成果を報告した。討論者に澤野孝一郎（名古

屋市立大学准教授），島崎謙治（政策研究大学院大

学教授）の両氏を迎え，活発な議論が行われた。

Ⅴ 今後の展望

本研究の成果が基金の効果的な活用に資するこ

とを期待している。また，基金の発足は地域医療

構想の推進などとともに，「診療報酬一本槍」5)と

もいわれる従来の改革手法の転換につながりうる

ものであり，引き続き当該分野に関する活発な研

究活動を実施していきたい。
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